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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計測対象物を図化する方法であって、
　前記計測対象物の計測点に、計測ターゲットを貼付する貼付工程と、
　前記計測ターゲットが含まれる写真画像を、２以上取得する撮影工程と、
　前記２以上の写真画像に基づいて、前記計測点の座標を取得する座標取得工程と、
　前記写真画像に写された前記計測ターゲットから、前記計測点における図形要素を取得
する図形要素取得工程と、
　前記計測点の座標及び図形要素に基づいて、前記計測対象物の一部又は全部を図化する
図化工程と、を備え、
　前記図形要素は、当該計測点を基準とした図形を構成するための情報であり、
　前記図化工程では、１の前記計測点の座標及び図形要素に基づいて、前記計測点を基準
とした単独図形を図化する、ことを特徴とする写真計測図化方法。
【請求項２】
　計測対象物を図化する方法であって、
　前記計測対象物の２以上の計測点に、それぞれ計測ターゲットを貼付する貼付工程と、
　前記計測ターゲットが含まれる写真画像を、各計測点に対してそれぞれ２以上取得する
撮影工程と、
　前記２以上の写真画像に基づいて、それぞれの前記計測点の座標を取得する座標取得工
程と、
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　前記写真画像に写された前記計測ターゲットから、それぞれの前記計測点における図形
要素を取得する図形要素取得工程と、
　前記計測点の座標及び図形要素に基づいて、前記計測対象物の一部又は全部を図化する
図化工程と、を備え、
　前記図形要素には、形状の種別を含む線形要素、及び他計測点との接続情報が含まれ、
　前記図化工程では、２以上の前記計測点の座標及び図形要素に基づいて計測点間を接続
することによって図化する、ことを特徴とする写真計測図化方法。
【請求項３】
　前記計測ターゲットが、
　前記計測点への貼付が可能であり、
　前記写真画像内で特徴点として識別できるとともに、その画像特徴から前記図形要素の
取得が可能である、ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の写真計測図化方法。
【請求項４】
　前記計測ターゲットが、
　複数の構成点が配列された表示面を備え、
　前記構成点の配列パターンに基づいて、特定の前記図形要素の取得が可能である、こと
を特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の写真計測図化方法。
【請求項５】
　前記計測ターゲットが、
　前記図形要素に応じた色又は模様が付された、ことを特徴とする請求項１乃至請求項４
のいずれかに記載の写真計測図化方法。
【請求項６】
　計測対象物を図化する装置であって、
　前記計測対象物の計測点に貼付された計測ターゲットが含まれる２以上の写真画像に基
づいて、該計測点の座標を算出する座標取得手段と、
　前記写真画像に写された前記計測ターゲットから、前記計測点における図形要素を取得
する図形要素取得手段と、
　前記計測点の座標及び図形要素に基づいて、前記計測対象物の一部又は全部を図化する
図化手段と、を備え、
　前記図形要素は、当該計測点を基準とした図形を構成するための情報であり、
　前記図化手段は、１の計測点の座標及び図形要素に基づいて、前記計測点を基準とした
単独図形を図化する、ことを特徴とする写真計測図化装置。
【請求項７】
　計測対象物を図化する装置であって、
　前記計測対象物の計測点に貼付された計測ターゲットが含まれる２以上の写真画像に基
づいて、該計測点の座標を算出する座標取得手段と、
　前記写真画像に写された前記計測ターゲットから、前記計測点における図形要素を取得
する図形要素取得手段と、
　前記計測点の座標及び図形要素に基づいて、前記計測対象物の一部又は全部を図化する
図化手段と、を備え、
　前記図形要素は、形状の種別を含む線形要素、及び他計測点との接続情報を含むもので
あり、
　前記図化手段は、２以上の前記計測点の座標及び図形要素に基づいて計測点間を接続す
ることによって図化する、ことを特徴とする写真計測図化装置。
【請求項８】
　前記図形要素は、２以上の他計測点との接続情報、及び２以上の線形要素を含み、
　前記図化手段は、接続される２つの計測点に共通する前記線形要素に基づいて、これら
計測点間を接続することによって、前記計測対象物の一部又は全部を図化することを特徴
とする請求項７記載の写真計測図化装置。
【請求項９】
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　前記図形要素は、図形識別子を含み、
　前記図化手段は、同一の前記図形識別子及び同一の前記線形要素を具備する２以上の計
測点で構成される図形について、これら計測点の座標を補正して又は線形要素を調整して
接続することによって、前記計測対象物の一部又は全部を図化することを特徴とする請求
項７又は請求項８記載の写真計測図化装置。
【請求項１０】
　前記図化手段は、交点生成機能を有し、
　前記交点生成機能は、前記計測点に基づき形成される直線又は曲線を２以上作成すると
ともに、これら２以上の直線又は曲線が交差する交点の座標を求め、
　前記図化手段は、前記交点の座標、並びに前記計測点の座標及び図形要素に基づいて、
前記計測対象物の一部又は全部を図化することを特徴とする請求項７乃至請求項９のいず
れかに記載の写真計測図化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、橋梁や建物といった構造物、車両や船舶といった製品、あるいは製品を構
成する部品など（以下、これらをまとめて「製造物」という。）の実体を図化する技術に
関するものであり、より具体的には、写真計測を利用して自動的に図化することのできる
写真計測図化方法、写真計測図化装置、及び写真計測図化用ターゲットに関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　上記した製造物は、通常、設計図を基にして作成される。したがって本来は、製造物と
して完成された実体を図面化すれば、この設計図になるはずである。ところが、設計図通
りに完成されない製造物もあり、この場合、設計図は製造物を図化したものにはならない
。また、製造物の完成後に設計図が破棄されるケースもあり、あるいは、製造物はあるも
のの設計図が手元にないケースもある。このような場合、製造物を図化するためには、製
造物を計測し、その結果をもとに改めて作図しなければならない。
【０００３】
　図１１は、橋桁の一部に設けられたアンカー孔の配置について図化する状況を示す説明
図である。このようなアンカーを打設する場合、通常は縦横とも一定間隔の配置で設計さ
れるが、実際にアンカー孔の穿孔作業を行うと多少ずれのある配置となる。このアンカー
孔の配置に合わせた部品を作成するためには、当然ながら正確に計測したうえで実際の配
置を適切に再現した図面が必要となる。
【０００４】
　従来、図１１に示すアンカー孔の配置を図化する場合、スチールテープやトランシット
などの計測器を用いて計測し、その結果に基づいて机上で図化していた。あるいは、既設
のボルト孔配置に合わせた部品を作成する場合など、相当の大きさの用紙を実物に当てて
実寸をトレスし、そのトレス用紙に基づいて図化することもあった。なお、図化の手法に
関しては、昨今ではＣＡＤ（ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ａｉｄｅｄ　ｄｅｓｉｇｎ）による手法
が主流となっており、平面的に表現する２次元ＣＡＤのほか、立体的に表現する３次元Ｃ
ＡＤも多用されている。
【０００５】
　ＣＡＤを利用したとしても、製造物を計測した結果を図化するためには、人の判断が必
要になる。具体的には、ＣＡＤオペレーターが座標を入力し、写真や図面（現地での計測
時に描く入力用の図面）を見ながら所定の座標間を接続していく。あるいは計測した寸法
や角度にしたがって、所定の図形を入力していく。それ故、複雑な形状の製造物を図化す
る作業は多大な労力を必要とし、いわゆるヒューマンエラーも起こしやすい。
【０００６】
　このような状況から、ＣＡＤオペレーターの労力が軽減され、ヒューマンエラーが抑制
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される図化技術が切望されてきた。そこで、これまでにもいくつかの改善技術が提案され
、例えば特許文献１では写真計測を利用した図化技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１６３６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１は、測量現場に設置したターゲットを異方向から撮影した、いわゆるステレ
オペア画像を取得し、写真計測技術を用いて特徴点の座標を得る手法である。図化に当た
っては、ステレオペア画像のうち一方の画像をレイヤ表示し、その画像を図化レイヤで透
写しながら現地の概観図を作成していく。そして、画像に写った特定の２点を指定すると
、ステレオペア画像によりそれら２点の座標が算出され、２点を結ぶ線分として概観図に
反映される。
【０００９】
　この手法によれば、現地での測量作業が軽減できるうえ、作図モニタで現地写真を確認
しながら作業できることから、従来に比べるとヒューマンエラーの軽減も期待できる。し
かしながら、ＣＡＤオペレーターの労力はそれほど改善されず、やはり人の判断による作
業は多いためヒューマンエラーの顕著な改善は望めない。特に、写真だけの情報では、２
点間を直線で接続するのか、あるいは曲線として接続するのか、これを判断することは難
しい。さらに、曲線で接続することが明らかであっても、円弧であるかスプラインである
かの判断は極めて困難である。円弧で描く場合、結局は中心点や半径といった幾何情報を
入力しながら図化することとなる。
【００１０】
　本願発明の課題は上記問題を解消することであり、すなわちＣＡＤオペレーターの労力
を軽減して図化コストを軽減するとともに、ヒューマンエラーを抑制して正確に製造物を
再現する図化技術であって、写真計測の利用により自動的な図化を可能とする写真計測図
化方法、写真計測図化装置、及び写真計測図化用ターゲットを提供することが本願発明の
課題である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願発明は、写真計測に用いられるターゲットに、図形要素を取得することのできる情
報を具備させるという点に着目するとともに、この図形要素と写真計測で得られる座標に
基づいて自動的に図化するという点に着目して開発されたものであり、従来にはない発想
に基づいて行われたものである。
【００１２】
　本願発明の写真計測図化方法は、貼付工程、撮影工程、座標取得工程、図形要素取得工
程、及び図化工程を備えた方法である。このうち貼付工程は、計測対象物の計測点に計測
ターゲットを貼付する工程であり、撮影工程は、計測ターゲットが含まれる写真画像を２
以上取得する工程で、座標取得工程は、２以上の写真画像に基づいて計測点の座標を取得
する工程である。また、図形要素取得工程は、写真画像に写された計測ターゲットから計
測点における図形要素を取得する工程である。そして図化工程は、計測点の座標と図形要
素に基づいて、計測対象物の一部又は全部を図化する。なお、図形要素は、計測点を基準
とした図形を構成するための情報であり、図化工程では、１の計測点の座標及び図形要素
に基づいて、計測点を基準とした単独図形を図化する。
【００１３】
　本願発明の写真計測図化方法は、貼付工程で２以上の計測点に計測ターゲットを貼付す
ることもできる。この場合、撮影工程では各計測点に対してそれぞれ２以上の写真画像を
取得し、座標取得工程ではそれぞれの計測点の座標を取得し、図形要素取得工程では、そ
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れぞれの計測点における図形要素を取得する。この場合、図形要素には線形要素（形状の
種別を含む）と他計測点との接続情報が含まれている。そして図化工程では、これらの情
報に基づいて２以上の計測点間を接続することによって計測対象物の一部又は全部を図化
する。
【００１４】
　本願発明の写真計測図化方法は、次のような計測ターゲットを用いて実施することもで
きる。すなわちこの計測ターゲットは、計測点への貼付が可能であり、写真画像内で特徴
点として識別でき、しかもその画像特徴から図形要素の取得が可能なものである。
【００１５】
　本願発明の写真計測図化方法は、次のような計測ターゲットを用いて実施することもで
きる。すなわちこの計測ターゲットは、複数の構成点が配列された表示面を備え、この構
成点の配列パターンに基づいて特定の図形要素の取得が可能なものである。
【００１６】
　本願発明の写真計測図化方法は、次のような計測ターゲットを用いて実施することもで
きる。すなわちこの計測ターゲットは、図形要素に応じた色又は模様が付されたものであ
る。
【００１７】
　本願発明の写真計測図化装置は、座標取得手段、図形要素取得手段、及び図化手段を備
えたものである。このうち座標取得手段は、対象物の計測点に貼付された計測ターゲット
が含まれる２以上の写真画像に基づいてその座標を算出するものであり、図形要素取得手
段は、写真画像に写された計測ターゲットから計測点における図形要素を取得するもので
ある。また、図化手段は、計測点の座標と図形要素に基づいて計測対象物の一部又は全部
を図化するものである。なお図形要素は、計測点を基準とした図形を構成するための情報
であり、図化手段は、１の計測点の座標と図形要素に基づいて計測点を基準とした単独図
形を図化する。
【００１８】
　本願発明の写真計測図化装置は、２以上の計測点を利用して図化することもできる。こ
の場合の図形要素は、線形要素（形状の種別を含む）及び他計測点との接続情報を含むも
のであり、図化手段は、２以上の計測点の座標と図形要素に基づいて計測点間を接続する
ことによって計測対象物の一部又は全部を図化する。
【００１９】
　本願発明の写真計測図化装置は、２つの計測点に共通する線形要素に基づいて図化する
こともできる。この場合の図形要素は、２以上の他計測点との接続情報と２以上の線形要
素を含むものであり、図化手段は、接続される２つの計測点に共通する線形要素に基づい
て、これら計測点間を接続することによって計測対象物の一部又は全部を図化する。
【００２０】
　本願発明の写真計測図化装置は、計測点の座標を補正して、あるいは線形要素を調整し
て図化することもできる。この場合の図形要素は、図形識別子を含むものであり、図化手
段は、同一の図形識別子と同一の線形要素を具備する２以上の計測点で構成される図形に
ついて、これら計測点の座標を補正して又は線形要素を調整して接続することによって計
測対象物の一部又は全部を図化する。
【００２１】
　本願発明の写真計測図化装置は、図化手段が交点生成機能を有するものとすることもで
きる。この交点生成機能は、計測点に基づき形成される直線又は曲線を２以上作成すると
ともに、これら２以上の直線又は曲線が交差する交点の座標を求めるものである。この場
合、図化手段は交点の座標、並びに計測点の座標及び図形要素に基づいて、計測対象物の
一部又は全部を図化する。
【００２２】
　既述のとおり、本願発明に用いる写真計測図化用の計測ターゲットは、対象物の計測点
への貼付が可能であって、計測点の座標を算出するために撮影された写真画像内で特徴点
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として識別でき、その画像特徴から図形要素の取得が可能なものである。そして、計測点
の座標と取得される図形要素に基づいて、計測対象物の一部又は全部を図化することがき
る。またこの計測ターゲットは、複数の構成点が配列された表示面を備えたものとするこ
ともでき、この構成点の配列パターンに基づいて特定の図形要素の取得が可能となる。さ
らにこの計測ターゲットは、図形要素に応じた色や模様が付されたものとすることもでき
る。
【発明の効果】
【００２３】
　本願発明の写真計測図化方法、及び写真計測図化装置には、次のような効果がある。
（１）所定の計測点に所定の写真計測図化用ターゲットを貼付し、これを撮影したステレ
オペア画像を取得することによって、製造物などの計測対象物を自動的に図化することが
できる。したがって、ＣＡＤオペレーターの労力は著しく軽減され、その結果図化に係る
コストも大幅に軽減することができる。
（２）写真計測図化用ターゲットを貼付する際に適切な図形要素を持つターゲットを選択
する必要はあるものの、図化段階では図形要素等の判断を必要としない。したがって、Ｃ
ＡＤオペレーターによる入力ミスなどヒューマンエラーは飛躍的に改善され、その結果正
確な図化を実現することができる。
（３）特別な計測機器を用いることなく写真を撮影するだけで計測できるため、作業にか
かる時間と労力が軽減され、しかも機器に係る費用も抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本願発明の写真計測図化方法を説明するフロー図。
【図２】本願発明の写真計測図化装置を示すブロック図。
【図３】（ａ）は所定の特徴パターンを有する本願発明の計測用ターゲットを示すモデル
図、（ｂ）は（ａ）とは異なる特徴パターンを有する計測用ターゲットを示すモデル図。
【図４】（ａ）は図形種別が「円」である単独図形の生成を説明するモデル図、（ｂ）は
図形種別が「円」である連続図形の生成を説明するモデル図。
【図５】（ａ）は図形種別が「正方形」である単独図形の生成を説明するモデル図、（ｂ
）は図形種別が「正方形」である連続図形の生成を説明するモデル図。
【図６】生成した交点と計測点に基づいて作成された連続図形を示すモデル図。
【図７】箱状の計測対象物を図化する状況を説明するモデル図。
【図８】（ａ）は四角形の計測対象物を図化する状況を説明するモデル図、（ｂ）は２つ
の三角形を組み合わせた形状の計測対象物を図化する状況を説明するモデル図。
【図９】異なる線形要素を含んで構成される連続図形の生成を説明するモデル図。
【図１０】（ａ）は座標補正して直線の連続図形を生成する場合について説明するモデル
図、（ｂ）は線形要素を調整して円弧の連続図形を生成する場合について説明するモデル
図。
【図１１】橋桁の一部に設けられたアンカー孔の配置について図化する状況を示す説明図
。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本願発明の写真計測図化方法、及び写真計測図化装置の実施形態の一例を図に基づいて
説明する。
【００２６】
１．全体概要
　まず、図１のフロー図に基づいて本願発明の全体概要について説明する。図１は、本願
発明の写真計測図化方法を説明するフロー図である。
【００２７】
　初めに、計測して図化しようとする製造物（以下、「計測対象物」という。）のうち、
計測点を選出して本願発明の計測用ターゲットを貼付する（Ｓｔｅｐ１０）。この計測点
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は、計測対象物を構成する点であり、任意に選出することができるが、計測対象物の輪郭
を構成する点や特徴的な形状を示す点など、図化しやすい点を抽出して計測点とすること
が望ましい。
【００２８】
　所定の数だけ計測用ターゲットを貼付すると、この計測用ターゲットの写真画像を取得
する（Ｓｔｅｐ２０）。このとき、同一の計測用ターゲットに対して、異なる方向から少
なくとも２枚の写真を撮影し、いわゆるステレオ画像を得る。もちろん、同一の計測点に
対して３枚以上の写真を撮影してもよく、多くの画像が得られると後に説明する外部標定
の精度が向上し、すなわち計測点の座標を精度良く求めることができるので好適となる。
ここで取得した画像は、画像記憶手段で記憶される。
【００２９】
　次に、画像記憶手段から所定の画像を読み出し、ディスプレイなどの表示手段で画像を
表示する（Ｓｔｅｐ３０）。表示された画像に対して、従来から用いられている画像認識
技術を利用して探索し、計測用ターゲットを自動抽出する（Ｓｔｅｐ４０）。あるいは、
その表示をオペレーターが確認しながら、画像内に収められた所定の計測用ターゲットを
指定して抽出することもできる。
【００３０】
　所定の計測用ターゲットが抽出されると、その計測用ターゲットに対応する計測点の３
次元座標が計算され、座標データとして出力される（Ｓｔｅｐ５０）。また、抽出された
計測用ターゲットの画像を認識し、その特徴パターンから図形要素が検出され、図形要素
データとして出力される（Ｓｔｅｐ６０）。
【００３１】
　図化に必要な計測点の数だけ、Ｓｔｅｐ３０～Ｓｔｅｐ６０の処理が繰り返し行われ（
ループ）、すべての計測点の座標データと図形要素データ（以下、座標データと図形要素
データを合わせて「図化データ」という。）を得る。
【００３２】
　必要なデータが取得できると、図化処理に移る。図化処理は、一つの計測点の図化デー
タに基づいて生成される単独図形と、２以上の計測点の図化データに基づいて生成される
連続図形に分けて説明する。図形要素データから、その計測点が単独図形であることが判
別できると、単独図形を生成する処理を行う。具体的には、図形要素データに含まれる線
形要素を抽出し（Ｓｔｅｐ７１）、その線形要素、及び座標データを基に単独図形を生成
する（Ｓｔｅｐ７２）。ここで線形要素とは、図形の種別（例えば円）、及びその図形を
生成するために必要な諸元（例えば半径）を含む情報のことである。
【００３３】
　図形要素データから、その計測点が連続図形であることが判別できると、連続図形を生
成する処理を行う。この場合、一つの図形を構成する複数の計測点は、すべて同じ識別子
（図形識別子）を具備することができる。したがって、まずはその計測点の図形識別子を
抽出し（Ｓｔｅｐ８１）、その図形識別子を具備するすべての計測点の図化データを抽出
する（Ｓｔｅｐ８２）。そして、それぞれの計測点の線形要素と、他点との接続情報（ト
ポロジ）を抽出し（Ｓｔｅｐ８３）、座標データと合わせて連続図形を生成する（Ｓｔｅ
ｐ８４）。
【００３４】
　図化データが作成された全ての計測点に対して図化処理を行い、その結果はディスプレ
イやプリンタ、あるいは記憶媒体などに出力される（Ｓｔｅｐ９０）。なお、以上説明し
た本願発明の写真計測図化方法は、次に説明する本願発明の写真計測図化装置を用いて実
施するとよい。
【００３５】
　図２は、本願発明の写真計測図化装置１００を示すブロック図である。以下、この写真
計測図化装置１００を構成する各手段について説明する。画像記憶手段１０１には、計測
対象物に貼付された計測用ターゲットを収めた複数の画像が記憶されている。この画像記
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憶手段１０１から読み出された画像は、ディスプレイなどの表示手段１０２で表示される
。また、画像認識技術によってこの画像から計測用ターゲットを自動抽出する。あるいは
、表示画面を確認しながら、マウスなどの計測点指定手段１０３で所定の計測点（計測用
ターゲット）を指定して抽出することもできる。計測点が抽出されると、座標取得手段１
０４はその計測点を含むステレオ画像を抽出し、これにより計測点の３次元座標を算出す
る。
【００３６】
　図形要素記憶手段１０５には、図形区分（単独図形／連続図形）、線形要素（図形種別
と諸元）、接続情報（トポロジ）、図形識別子といった図形要素の情報と、これらの情報
に紐づく形状識別子（ＩＤ）からなるレコードで構成される図形要素テーブルが記憶され
ている。計測点が抽出されると、図形要素取得手段１０６はその計測点に対応する計測用
ターゲットの画像を認識し、その画像の特徴パターンから形状識別子を検出し、さらに形
状識別子を基に図形要素記憶手段１０５から図形要素を抽出する。
【００３７】
　自動図化手段１０７は、座標取得手段１０４で算出された計測点の３次元座標データ、
及び図形要素取得手段１０６で抽出された計測点の図形要素データに基づいて、所定の図
形を生成する。必要な全ての計測点に対して図化処理を行い、その結果はディスプレイや
プリンタ、あるいは記憶媒体などの出力手段１０８に出力される。
【００３８】
　本願発明の写真計測図化装置１００は、専用のものとして製造することもできるが、汎
用的なコンピュータ装置を用いることもできる。このコンピュータ装置は、パーソナルコ
ンピュータ（ＰＣ）や、ｉＰａｄ（登録商標）といったタブレットＰＣ、あるいはＰＤＡ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）などによって構成することがで
きる。コンピュータ装置は、ＣＰＵ等のプロセッサ、ＲＯＭやＲＡＭといったメモリを具
備しており、さらにマウスやキーボード等の入力手段（計測点指定手段１０３）やディス
プレイ（表示手段１０２）を含むものもある。なお、一般的なＰＣであればマウスやキー
ボード等のデバイスから入力するが、タブレットＰＣではタッチパネルを用いた操作（タ
ップ、ピンチイン／アウト、スライド等）で入力するのが主流である。
【００３９】
　また、本願発明の写真計測図化装置１００は、一つの装置（例えばコンピュータ装置）
として形成することもできるが、構成する手段ごとに分けて形成することもできる。例え
ば、画像記憶手段１０１や図形要素記憶手段１０５とその他の手段を分けた構成とし、画
像記憶手段１０１や図形要素記憶手段１０５をデータベースサーバに、他の手段をＰＣに
格納することもできる。この場合、それぞれの装置（データベースサーバとＰＣ）の間に
は、送受信手段を含めた通信手段が必要となる。
【００４０】
　以下、本願発明の「写真計測図化方法、写真計測図化装置、及び写真計測図化用ターゲ
ット」を、構成する主要な要素ごとに詳述する。
【００４１】
２．計測用ターゲット
　図３は、本願発明の計測用ターゲット２００を示すモデル図であり、（ａ）は所定の特
徴パターンを有するモデル図であり、（ｂ）は（ａ）とは異なる特徴パターンを有するモ
デル図である。この図に示すように、計測用ターゲット２００は略矩形であり、その中に
表示される枠内に複数の識別構成点２０１を備え、枠の隅に基準構成点２０２を備えてい
る。また、計測用ターゲット２００は計測対象物に貼付されることから、貼付後に剥がれ
落ちないよう軽量かつ小サイズのものが望ましく、表示面（識別構成点２０１が表示され
た面）の裏面に磁石などの貼付材を備えてもよい。
【００４２】
　計測用ターゲット２００はいくつかの種類があり、その種類ごとに識別構成点２０１は
異なる配列となっており、その配置パターンは特定の形状識別子（図形要素の情報に紐づ
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くＩＤ）と関連づけられている。つまり、既述した図形要素テーブルを構成するレコード
の数（形状識別子の数）だけ、計測用ターゲット２００の種類が用意されるわけである。
基準構成点２０２は、識別構成点２０１の正しい配列を把握するためのもので、この基準
構成点２０２があることによって計測用ターゲット２００がどのような向きで貼付されて
も識別構成点２０１の正しい配列を認識することができる。
【００４３】
　計測用ターゲット２００を貼付する際、計測対象物の形状の特徴を判断しながら貼付し
ていく。例えば、直線を構成する計測点であれば直線用の計測用ターゲット２００を貼付
し、円弧を構成する計測点であれば円弧用の計測用ターゲット２００を貼付していく。し
かしながら人の場合、識別構成点２０１の配列パターンでは直線用か曲線用か判断するこ
とは難しい。そこで、図３に示すように判別マーク２０３を表示させることもできる。こ
の判別マーク２０３には、色や模様、あるいは記号などが付されており、その違いによっ
て適切な種類の計測用ターゲット２００を選出することができる。判別マーク２０３を設
ける代わりに、計測用ターゲット２００全体に色や模様を付したり、計測用ターゲット２
００の形状を変えたり、その他種々の方法によって、適切な種類が選出しやすい計測用タ
ーゲット２００としてもよい。
【００４４】
　なお、本願発明の計測用ターゲット２００は、写真画像内で識別でき、しかも画像から
認識される特徴パターンによって特定の形状識別子を抽出することができるものであれば
、図３に示す計測用ターゲット２００に限らず様々な仕様で形成することができる。
【００４５】
４．座標取得手段
　座標取得手段１０４は所定の計測点の３次元座標を算出するものであり、この計測点を
含む２枚のステレオペア画像を用いて空間演算を行うものである。計測点の撮影は、例え
ば、デジタルカメラや、タブレット型ＰＣなど携帯端末に備えられたカメラなどで行われ
る。このとき、デジタルカメラ等は固定されることなく、任意の位置・方向から撮影され
る。つまり、ステレオペア画像の外部標定要素（撮影中心と撮影姿勢）は未知である。
【００４６】
　そこでステレオペア画像に共通する特徴点（パスポイント）を複数抽出し、それぞれの
画像から求められる特徴点の座標が一致（近似）するように、外部標定要素を求める。こ
の手法は、いわゆる空中三角測量の解析手法であり、調整計算（バンドル調整法、多項式
法、独立モデル法等）によって外部標定要素を求める手法である。したがって、ここで算
出される計測点の座標は、平面位置と高さ（ｘ，ｙ，ｚ）からなる３次元座標である。
【００４７】
３．図形要素取得手段
　図形要素取得手段１０６は、計測用ターゲット２００の画像から特徴パターン（識別構
成点２０１の配列パターン）を認識し、その特徴パターンと関連付けられた形状識別子を
検出するものである。つまり図形要素取得手段１０６は、画像中の計測点に対して特定の
形状識別子を対応させるものである。その結果、計測点は、形状識別子に紐づく図形区分
、線形要素、接続情報、図形識別子といった図形要素を具備することになる。
【００４８】
　計測用ターゲット２００の特徴パターンは、あらかじめ特定の形状識別子と関連付けて
おく必要がある。そのため、既述した図形要素テーブルのレコードの一要素として、特徴
パターンの情報を備えることができる。あるいは、計測用ターゲット２００の特徴パター
ンと形状識別子の対応テーブルを、別途用意することもできる。
【００４９】
４．自動図化手段
　自動図化手段１０７は、図形要素取得手段１０６で取得した図形要素のうち図形区分に
基づいて、単独図形又は連続図形を生成する。なお、図形区分とは単独図形か連続図形を
示すもので、既述のとおり単独図形は一つの計測点の図化データに基づいて生成されるも
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のであり、連続図形は２以上の計測点の図化データに基づいて生成されるものである。
【００５０】
（単独図形の生成）
　取得した図形区分によって、その計測点が単独図形を構成することが判別できると、自
動図化手段１０７は単独図形の生成処理を開始する。この場合、計測点の図形要素には図
形区分のほか線形要素が含まれる。さらに線形要素には、単独図形を生成するために必要
な情報が含まれ、この情報には少なくとも図形の種別と図形諸元が含まれる。この線形要
素に、座標取得手段１０４で取得した計測点の座標を加えて、単独図形が生成される。な
お、ここで生成される単独図形は２次元の図形であることから、単独図形を表すための平
面を設定する必要がある。この平面は、任意に設定することができ、例えば座標系の軸に
基づいて計測点を含むX－Z平面やY－Z平面を当該平面とすることができる。
【００５１】
　図４（ａ）は、図形種別が「円」である単独図形の生成を説明するモデル図である。こ
の図に示すように、計測対象物の一部（あるいは全部の場合もある）が円形である場合、
円の中心を計測点として選出し、計測用ターゲット２００を貼付する。この計測用ターゲ
ット２００の特徴パターンは、図形区分が単独図形、線形要素として形状が「円」で半径
が１５ｃｍという図形要素と関連付けられている。
【００５２】
　自動図化手段１０７は、計測点の座標と図形要素に基づいて図化し、計測点を中心とし
た半径１５ｃｍの円を生成する。なお、図形要素テーブルに半径１５ｃｍの円の情報があ
れば、その形状識別子に対応する計測用ターゲット２００を貼付することができる。一方
、図形要素テーブルに実寸（半径＝１５ｃｍ）と合う情報がない場合は、半径未設定の計
測用ターゲット２００を貼付し、後に図形要素テーブルの該当箇所に計測した半径（１５
ｃｍ）を追加することもできる。
【００５３】
　図５（ａ）は、図形種別が「正方形」である単独図形の生成を説明するモデル図である
。この図に示すように、計測対象物の一部（あるいは全部の場合もある）が正方形である
場合、正方形の中心を計測点として選出し、計測用ターゲット２００を貼付する。この計
測用ターゲット２００の特徴パターンは、図形区分が単独図形、線形要素として形状が「
正方形」で対角線が３０ｃｍという図形要素と関連付けられている。自動図化手段１０７
は、計測点の座標と図形要素に基づいて図化し、計測点を中心として、中心から各頂点ま
で１５ｃｍとなる正方形を生成する。なお、図５の正方形は鉛直・水平方向の姿勢である
が、傾いた正方形の場合は、その傾きに合わせて計測用ターゲット２００を貼付するか、
線形要素として傾斜角を用意する。
【００５４】
（連続図形の生成）
　取得した図形区分によって、その計測点が連続図形を構成することが判別できると、自
動図化手段１０７は連続図形の生成処理を開始する。この場合、計測点の図形要素には図
形区分のほか線形要素、図形識別子、接続情報を含めることができる。さらに線形要素に
は、連続図形を生成するために必要な情報が含まれ、この情報には少なくとも図形種別が
含まれる。この図形要素に、座標取得手段１０４で取得した計測点の座標を加えて、連続
図形が生成される。
【００５５】
　一つの連続図形を構成する計測点はすべて同じ図形識別子を具備することができるため
、まずは抽出された計測点が具備する図形識別子と同じ図形識別子を持つ計測点を選出す
る。そして、選出したすべての計測点（つまり、連続図形を構成するすべての計測点）に
ついて、接続情報と線形要素、さらに３次元座標を取得する。接続情報は、いわば複数の
計測点から形成されるネットワークにおけるトポロジであり、例えば始点、終点、中間点
という情報や、接続の順などで構成することができる。あるいは、接続すべき計測点の組
み合わせ、すなわちその計測点が接続すべき他の計測点の情報を具備したものとすること
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もできる。なお、この接続すべき他の計測点の情報を具備する場合は、図形識別子の具備
を省略することもできる。
【００５６】
　図４（ｂ）は、図形種別が「円」である連続図形の生成を説明するモデル図である。こ
の図に示すように、計測対象物の一部（あるいは全部の場合もある）が円形である場合、
円上の３箇所を計測点として選出し、それぞれ計測用ターゲット２１０、２２０、２３０
を貼付する。この３つの計測用ターゲット２１０、２２０、２３０は、すべて同一の図形
識別子であり、線形要素として形状が「円」という情報を具備している。図４（ｂ）に示
す３点の計測点は、いずれも同一平面状にあるので、３点の座標があれば円形を生成する
ことができる。
【００５７】
　図５（ｂ）は、図形種別が「正方形」である連続図形の生成を説明するモデル図である
。この図に示すように、計測対象物の一部（あるいは全部の場合もある）が正方形である
場合、正方形の各頂点を計測点として選出し、それぞれ計測用ターゲット２４０～２７０
を貼付する。この４つの計測用ターゲット２４０～２７０は、すべて同一の図形識別子で
あり、線形要素として形状が「正方形」という情報を具備している。また、計測用ターゲ
ット２４０は始点及び終点という情報も備えており、計測用ターゲット２４０～２７０は
それぞれ接続順（１番目，２番目，３番目，４番目）の情報も具備している。
【００５８】
　また連続図形は、計測点に加え生成された交点を用いて作成することができる。図６は
、この手法により作成された連続図形を示すモデル図である。この図に示すＰ０１～Ｐ０
６は、計測用ターゲット２００が貼付された計測点である。これらＰ０１～Ｐ０６に貼付
された計測用ターゲット２００は、線形要素として形状が「四角形」という情報を具備し
ているものの、計測点が６点あるためすべてを頂点とすることができない。この場合、自
動図化手段１０７が有する交点生成機能を利用して交点を発生させ、この交点を頂点とし
て設定して四角形を作成する。具体的には、計測点Ｐ０１とＰ０２を通る直線Ｌ１を形成
し、同様に計測点Ｐ０３とＰ０４を通る直線Ｌ２、計測点Ｐ０５とＰ０６を通る直線Ｌ３
を形成する。さらに、直線Ｌ１とＬ２が交差する交点Ｃ１の座標、及び直線Ｌ１とＬ３が
交差する交点Ｃ２の座標を求める。そして、交点Ｃ１、交点Ｃ２、計測点Ｐ０４、計測点
Ｐ０６を頂点とする四角形を作成するわけである。なお、ここでは直線と直線が交差する
場合で説明したが、直線と曲線が交差する点を交点とすることも、曲線と曲線が交差する
点を交点とすることもできる。
【００５９】
　図７は、箱状の計測対象物を図化する状況を説明するモデル図である。この図に示す計
測対象物は、全体が直方体の形状であり、上面に円弧状の溝が刻まれ、正面には円形の部
品が取り付けられている。そして、直方体の各頂点、円弧状溝の上に３点、円形部品の中
心に１点、それぞれ計測用ターゲット２００が貼付されている。これを撮影して各計測点
の座標を計算し、計測用ターゲット２００の画像に基づいて図化すると、図７の下側に示
す図面が得られる。このとき、直方体及び円弧状溝は連続図形として生成され、円形部品
は単独図形として生成される。この図からわかるように、作成される図面は３次元の図面
である。もちろん、この３次元図面を任意の平面に投影して、２次元の図面を作成するこ
ともできる。
【００６０】
　図８は、計測点を接続する接続情報について説明する図であり、（ａ）は四角形の計測
対象物を図化する状況を説明するモデル図であり、（ｂ）は２つの三角形を組み合わせた
形状の計測対象物を図化する状況を説明するモデル図である。図８（ａ）は、Ｐ１１～Ｐ
１４の４つの点で構成される四角形であり、このような形状を図化する場合の接続情報と
しては、例えば、Ｐ１１が始点及び終点という接続情報を具備し、Ｐ１１～Ｐ１４がそれ
ぞれ接続順（１番目，２番目，３番目，４番目）の接続情報を具備すれば、この図を生成
することができる。
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【００６１】
　一方、図８（ｂ）に示す形状は、図８（ａ）に示す四角形に対角線（Ｐ１２－Ｐ１４）
を加えた形状となっており、始点や終点の情報と、接続順だけを具備した接続情報では、
この図を生成することは難しい。このような場合、接続すべき計測点の組み合わせ、すな
わちその計測点が接続すべき他の計測点の情報を具備した接続情報とする。例えば図８（
ｂ）の場合、Ｐ１１は接続する他点がＰ１２とＰ１４であるという接続情報を具備し、Ｐ
１２は接続する他点がＰ１１、Ｐ１３、Ｐ１４であるという接続情報を具備する。同様に
、Ｐ１３はＰ１２とＰ１４と接続し、Ｐ１４はＰ１１～Ｐ１３と接続するという接続情報
を具備する。このような接続情報とすれば、始点や終点、中間点という情報や、接続順と
いう情報を具備することなく、計測対象物を図化することができる。
【００６２】
　図９は、異なる線形要素を含んで構成される連続図形の生成を説明するモデル図である
。この図に示す計測対象物の形状は、円弧と直線（線分）から形成される概ね扇形である
。具体的には、Ｐ２１～Ｐ２２～Ｐ２３は円弧で接続され、Ｐ２１－Ｐ２４の線分とＰ２
３－Ｐ２４の線分は直線である。そして、Ｐ２１は接続情報としてＰ２２及びＰ２４と接
続される情報を具備し、Ｐ２２は接続情報としてＰ２１及びＰ２３と接続される情報を具
備している。さらに、Ｐ２１、Ｐ２３は線形要素として「円弧」及び「直線」という図形
種別を、Ｐ２２は「円弧」という図形種別を、Ｐ２４は「直線」という図形種別を具備し
ている。
【００６３】
　Ｐ２１は、Ｐ２２と接続され、Ｐ２４と接続されるが、「円弧」と「直線」という異な
る図形種別（線形要素）を具備しているため、２種類の接続方法が考えられる。一方、Ｐ
２２は「円弧」という図形種別のみを具備しており、Ｐ２４は「直線」という図形種別の
みを具備している。したがって、Ｐ２１とＰ２２を接続する場合は、Ｐ２１とＰ２２に共
通する図形種別である「円弧」で接続し、Ｐ２１とＰ２４を接続する場合は、Ｐ２１とＰ
２４に共通する図形種別である「直線」で接続する。同様に、Ｐ２３とＰ２２を接続する
場合は、Ｐ２３とＰ２２に共通する「円弧」で接続し、Ｐ２３とＰ２４を接続する場合は
、Ｐ２３とＰ２４に共通する「直線」で接続する。この結果、図９に示すような異なる線
形要素を含んで構成される連続図形も、適切に図化することができる。
【００６４】
　図１０は、計測点の座標を補正して連続図形を生成する場合について説明するモデル図
であり、（ａ）は連続図形が直線の場合であり、（ｂ）は連続図形が円弧の場合である。
図１０（ａ）は、Ｐ３１を始点、Ｐ３６を終点、Ｐ３２～Ｐ３５を中間点とし、全て直線
で接続される形状を示している。実際の計測対象物はＰ３１～Ｐ３６まで同一の直線Ｌ３
１（図では実線で示す）であるが、座標誤差等によって５つの異なる線分で構成される折
れ線Ｌ３２（図では破線で示す）として図化されている。
【００６５】
　このような場合、実際の計測対象物の形状に修正することができる。具体的には、Ｐ３
１～Ｐ３６が全て同一直線上にあることを指定し、各計測点との離れが最も小さくなるよ
うな直線Ｌ３１を算出する。このような直線は、例えば最小二乗法で求めることができる
。
【００６６】
　図１０（ｂ）で示す実線Ｌ４１は、実際の計測対象物の形状であってＰ４１、Ｐ４２、
Ｐ４３を通過する円弧形状である。一方の破線Ｌ４２は、図化された形状であってＰ４１
、Ｐ４３を通過していない。これは、線形要素として円弧の半径情報を備えているものの
、円弧半径の計測誤差によって計測点が円弧から外れたケースである。つまり、計測点の
座標は正確であるものの、誤った値で円弧半径（曲率）を固定した結果、３点のうちいく
つかの点が円弧から外れたわけである。このような場合は、３点の座標を優先することを
指定し、円弧半径を調整して実際の計測対象物である実線Ｌ４１として図化することがで
きる。
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【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本願発明の写真計測図化方法、及び写真計測図化装置は、土木構造物や建築構造物、あ
るいは種々の工業製品の図化に利用することができる。また、土地の形状（用地など）や
屋内の間取りなど、形状を持つ様々な物の図化に応用することができる。
【符号の説明】
【００６８】
　１００　　写真計測図化装置
　１０１　　画像記憶手段
　１０２　　表示手段
　１０３　　計測点指定手段
　１０４　　座標取得手段
　１０５　　図形要素記憶手段
　１０６　　図形要素取得手段
　１０７　　自動図化手段
　１０８　　出力手段
　２００　　計測用ターゲット
　２０１　　識別構成点
　２０２　　基準構成点
　２０３　　判別マーク
【要約】
【課題】本願発明の課題は従来技術が抱える問題を解消することであり、すなわちＣＡＤ
オペレーターの労力を軽減して図化コストを軽減するとともに、ヒューマンエラーを抑制
して正確に製造物を再現する図化技術であって、写真計測の利用により自動的な図化を可
能とする写真計測図化方法、写真計測図化装置、及び写真計測図化用ターゲットを提供す
ることが本願発明の課題である。
【解決手段】本願発明の写真計測図化方法は、貼付工程、撮影工程、座標取得工程、及び
図形要素取得工程を備えた方法である。このうち座標取得工程は、２以上の写真画像に基
づいて計測点の座標を取得する工程であり、図形要素取得工程は、写真画像に写された計
測ターゲットから計測点における図形要素を取得する工程である。そして、計測点の座標
と図形要素に基づいて、計測対象物の一部又は全部を図化する。
【選択図】図２
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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